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６月21日（土）に岡山県にて開催された、金融
経済教育全国キャラバン「ワニーサと学ぶ未来の
ためのお金の教室」の模様の写真。
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平成12年（2000年）７月１日に、金融監督庁
と大蔵省金融企画局が統合され発足した金融庁
は、本年、設立25周年を迎えました。

設立当時は、金融行政への信頼を回復し、不
良債権処理を通じて、金融システムの安定化を
図ることが優先的な目標とされていましたが、
その後、人口減少・少子高齢化や、新たな金融

サービスの参入、金融機関の業態や国境を越え
たビジネス展開の加速化、金融業界におけるデ
ジタル技術の進化・普及などにより、金融行政
を取り巻く環境も大きく変化してきました。

今般、25周年の節目を迎え、改めてその歩み
を振り返ります。

金融庁設立 25周年記念

加藤 勝信 内閣府特命担当大臣（金融）
（令和７年７月１日閣議後大臣会見冒頭発言より）

本日、金融庁の前身の金融監督庁と大蔵省金
融企画局が統合し、金融庁が発足してから、丸
25年が経ちました。
この間、関係者の皆様におかれては、金融行

政へのご理解、ご協力をいただきましたことに
心より御礼を申し上げます。
金融庁のミッションは、手元にお配りしてお

りますけれども、「国民の厚生の増大」を目指
すことであり※、行政の優先課題は時代ごとに
変化してきたところであります。遡りますと、
金融庁が発足した25年前は、金融行政の信頼回
復と不良債権処理を通じて金融システムの安定
を図ることが優先課題でありました。

一方、現在、我が国の金融システムは総体と
しては安定をしているところでありますが、
「金利ある世界」への移行が進む中で、国内外
の経済・金融市場をめぐる不確実性や経済社会
の構造的な変化にも直面しています。
また、趨勢的な人口減少・高齢化の中で、地

域経済を支えていくための「地域金融力」の強
化も大変重要な課題となっております。関連施
策をパッケージ化した「地域金融力強化プラ
ン」を年内に策定し、強力に推進してまいりま
す。
また、近年はＡＩやブロックチェーン等のデ

ジタル技術を用いた金融サービス・取引が急速
に広がっており、金融庁に期待される領域が広
がっていることも事実と考えております。
こうした幅広い金融の分野を行政の面から支

えることが、まさに金融庁の使命であり、この
使命を果たすため、金融庁そして職員全体、引
き続き努力をしてまいります。金融行政へのご
理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

※（配布資料記載）金融庁のミッション
①金融システムの安定／金融仲介機能の発揮、②利
用者保護／利用者利便、③市場の公正性・透明性／
市場の活力のそれぞれを両立させることを通じ、企
業・経済の持続的成⻑と安定的な資産形成等による
国⺠の厚⽣の増大を目指す

金融庁設立25周年に寄せて
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瀬戸 隆一 内閣府副大臣（金融担当）

25年前、私は旧郵政省貯金局資金運用課の役
人として、郵便貯金の運用に関する制度設計業
務に従事しておりました。現在、政府一丸と
なって取り組む資産運用立国のなかでも、資産
運用業の更なる発展のため新たに金融庁に設置
された資産運用課は、私の当時の経験とも通底
するものがあり、そうした時代を通じた課題に
対して、金融庁は重責を担っていると確信して
います。

利用者保護や金融犯罪防止、金融システムの
安定といった、時代を通じた金融行政上の課題
に引き続き対応しつつ、金融関係者の積極的な

取り組み・挑戦を力強く後押ししながら、日本
の社会・経済の発展に貢献できるよう、職員一
丸となって取り組んでまいります。

西野 太亮 内閣府大臣政務官（金融担当）

2000年当時、学生だった私にとって、大蔵
省が解体され、新たに金融庁が設立されたこ
とは大変衝撃的でした。それだけ、当時の日
本は金融危機の最中にあり、金融庁は金融シ
ステムの安定化を図るため金融行政に特化し
た省庁を設ける必要性が高まったのだと認識
しました。
それ以降、金融庁はその時々の政策課題に

柔軟かつ適切に対応してきたと考えており、
近年では、資産運用立国・サステナブルファ
イナンス・フィンテック等の政策課題に対応
するなど、伝統的な監督行政だけでなく、新
たな分野にも取り組んでおります。

今後更に金融を取り巻く環境は変化すると
思われますが、金融庁が期待される役割を発
揮することができるよう、職員一丸となって
引き続き取り組んでまいります。

＜＜設立25周年記念ロゴのご紹介＞＞
金融庁設立25周年を記念して、特別仕様のロゴを作成しました。
金融庁ウェブサイトのヘッダーを始め、期間限定で、様々なシーンで登場予定です。
ぜひご注目ください！

（通常版） （25周年記念版）
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金融行政を巡る出来事

1980年代 土地・株価バブル

1997年 タイバーツ暴落（アジア金融危機の発端）
北海道拓殖銀行や山一證券等の破綻

1980  1990  1998 2000

1998年
金融監督庁発足

1990年代 不良債権問題・住専問題の深刻化

1998年 日本長期信用銀行や
日本債券信用銀行の国有化

1999年「金融検査マニュアル」公表

2000年
金融庁発足

発足当時の金融庁広報誌

☛https://www.fsa.go.jp/kouhou/letter/001_1207a.pdf
図：不良債権比率の推移（主要行）
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https://www.fsa.go.jp/kouhou/letter/001_1207a.pdf
https://www.fsa.go.jp/kouhou/letter/001_1207a.pdf


4

2001年 特別検査の実施（主要行）

2002年 「金融再生プログラム」公表

2003年 主要行（りそな銀行）への資本増強
大手地方銀行（足利銀行）の一時国有化

2005年 ペイオフ解禁の実施

主要行の不良債権比率半減目標達成

2010 2020 2025

2008年 リーマンショック

2009年 電子通貨ビットコインの発明

2011年 東日本大震災

20１５年 金融行政方針公表

201６年 マイナス金利政策

2018年 金融庁組織改編

20２４年 新NISA開始

マイナス金利政策解除

2019年 「金融検査マニュアル」廃止

2020年 新型コロナ感染症感染拡大

2025年 米国関税措置発動

図：2024年開始
新NISA制度の概要

2015年 初の金融行政方針の策定

☛ https://www.fsa.go.jp/news/27/20150918-1/01.pdf

20１4年 ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）開始

＜最新＞ 2024事務年度 金融行政方針

https://www.fsa.go.jp/news/27/20150918-1/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/27/20150918-1/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r6/20240830/20240830.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/20240830/20240830.html
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「第5５回金融審議会総会・
第4３回金融分科会合同会合」の開催

本年６月25日、第55回金融審議会総会・第4
3回金融分科会合同会合が開催されました※１。
今回の合同会合では、井藤（前）金融庁長官
の挨拶の後、新たに４つの諮問が行われまし
た。

各諮問事項の概要は以下のとおりです。今
後、金融審議会の傘下にワーキング・グルー
プが設置され、具体的な検討が進められる予
定です。

（１）暗号資産を巡る制度のあり方に関する
検討

暗号資産については、足元、国内外の投資
家において投資対象と位置付けられる状況が
生じています。こうした中、詐欺的な投資勧
誘が多く生じている等、より一層の利用者保
護を図る必要が生じています。一方で、規制
が過重になると、事業者等の海外流出を招く

ことで、わが国の競争力を削ぐ可能性にも留
意すべきです。暗号資産取引市場が国民の信
頼を得ながら健全に発展するよう、利用者保
護とイノベーション促進のバランスをとりな
がら環境整備を行う必要が生じています。
こうした状況を踏まえ、金融庁では、暗号

資産に関連する制度のあり方等の検証を実施
し、その結果をディスカッション・ペーパー
として本年４月に公表し、意見募集を行いま
した※２。これらも踏まえながら、具体的な制
度整備を検討するべく、以下の諮問が行われ
ました。

国内外の投資家において暗号資産が投資対
象と位置づけられる状況が生じていることを
踏まえ、利用者保護とイノベーション促進の
双方に配意しつつ、暗号資産を巡る制度のあ
り方について検討を行うこと。

（２）不公正取引規制の強化等に関する検討

近年、証券取引等監視委員会（以下「監視
委」といいます。）による不公正取引等に関
する調査の過程において、不正と考えられる
ものの既存の法令では違反行為として捕捉で
きない事例や、違反行為として捕捉できるが
課徴金の額が低く、抑止効果として不十分な
事例等がみられています。
こうした事例を踏まえ、監視委から、内閣

総理大臣及び金融庁長官に対して、本年６月2
0日に建議が行われました※３ 。

※１ 議事次第・配付資料：https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/soukai/siryou/20250625.html
※２「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」（ディスカッション・ペーパー）について：

https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250410_2/crypto_dp.html
※３ 金融庁設置法第21条の規定に基づく建議について：

https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2025/2025/20250620-1.html

諮問

写真：挨拶をする井藤（前）金融庁長官

https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250410_2/crypto_dp.html
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2025/2025/20250620-1.html
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今般の建議内容も踏まえつつ、市場の公正
性・透明性に対する投資家の信頼を確保する観
点から、不正・違反行為に対する抑止力が十分
に発揮されるよう、不公正取引規制の強化等に
向けた検討を行う必要があるため、以下の諮問
が行われました。

昨今の資本市場を巡る諸問題を踏まえ、我が
国市場の公正性・透明性に対する投資家の信頼
を確保し、利用者保護を図るとともに、市場機
能が十全に発揮されるよう、不公正取引規制の
強化等について検討を行うこと。

（３）企業情報の開示のあり方に関する検討

情報開示を巡る環境変化を踏まえ、投資判断
に資する情報開示のあり方やその実現に向けた
検討が求められています。
例えば、50人以上の者（適格機関投資家を除

く）を対象とした新規発行有価証券の勧誘行為
は、「募集」に該当し、調達金額が「１億円以
上」であれば、有価証券届出書の提出が必要
（以後、継続的に有価証券報告書の提出が必
要）です。こうした中、スタートアップ等への
投資を更に推進する観点から、資金調達に必要
な情報開示に伴うコストも踏まえ、１億円の届
出免除基準引上げ等の見直しに向けた検討が求
められています。
また、有価証券報告書におけるサステナビリ

ティ情報等の非財務情報（記述情報）の充実が
進む中、企業が、結果的に虚偽記載等の責任を
問われることを回避するため、有価証券報告書
での積極的な情報開示を避けようとすることが
懸念されます。こうした状況を踏まえ、有価証
券報告書における情報開示の充実のための環境
整備として、虚偽記載当に対する責任のあり方
（セーフハーバー・ルール）の検討が求められ
ています。
こうした課題を踏まえ、以下の諮問が行われ

ました。

スタートアップ等の資金調達ニーズの高まり、
非財務情報の開示の拡充等、情報開示を巡る環
境変化を踏まえ、投資判断に資する企業情報の
開示のあり方やその実現に向けた環境整備につ
いて幅広く検討を行うこと。

（４）地域金融力の強化に関する検討

趨勢的な人口減少その他の環境変化の中で地
域が持続的に発展していくため、地域金融には
有望なプロジェクトへの資金供給（投融資）に
とどまらず、幅広い金融仲介機能（地域事業者
のM＆A支援、地域に必要な事業・人材の呼込
み、経営に課題のある事業者の経営改善支援
等）を発揮して、地域経済に貢献する力（＝
「地域金融力」）の更なる発揮が求められてい
ます。こうした中、政府では、地域金融力の強
化に向けて、関連施策をパッケージ化した「地
域金融力強化プラン」を年内に策定し、強力に
推進する方針であり、こうした方針を見据え、
地域金融力の担い手として期待される地域金融
機関等が、その役割を十分に発揮できるための
環境整備に向け必要な検討を行う必要がありま
す。
こうした状況を踏まえ、以下の諮問が行われ

ました。

地域における趨勢的な人口減少その他の環境
変化の中で、地域金融機関等が地域経済に貢献
する役割を十分に発揮できるように地域金融力
の強化に必要な方策について検討を行うこと。

写真：金融審議会総会の様子

諮問

諮問

諮問



１．はじめに

金融庁では、幅広い職員がデータ分析に関心
を持ち、金融行政においてデータ活用を進めて
いけるよう、様々な取組みを推進しています。
その一環として庁内の知見の共有・蓄積を進め
る観点から、2020事務年度より庁内のデータ
分析プロジェクトの集約・支援を行い、業務と
して取り組むデータ分析の高度化及び各職員が
自主的に政策立案やモニタリングのために取り
組んでいるデータ分析の立ち上げ促進・実施支
援を行っています。

2024事務年度は、従来から取り組んでいる
計量経済的なデータ分析に加えて、AIを活用し
たテキストデータの解析やBIツールを用いた
ダッシュボード作成にも本格的に取組み、庁内
のデータ分析にかかる可能性を広げてきました。
また、金融研究センターと協働しData Analysi
s Study Hour（DASH）を立ち上げ、データ分
析に関する外部有識者の講演会や職員による分
析発表会を開催し、職員に興味・関心を持って
もらうとともにデータ分析の裾野拡大を着実に
推進してきました。
本稿では、DASH職員発表会における発表内

容等を踏まえ、優れたプロジェクトに贈られる
長官賞等を受賞したプロジェクトの分析概要や
分析担当者の声などをご紹介します。（※なお、
所属課室・役職は受賞当時）

２．長官賞
➢HFT３分析（株式市場を俯瞰した急変動相場
分析に対する考察、HFTの是非や功罪、個人投
資家の注文情報を利用した高速取引）
➢証券取引等監視委員会事務局市場分析審査
課：HFT班 大山審査官、原審査官、木村審査
官、佐々木審査官、本間主任審査官

- 分析の概要について教えてください。
HFTの登録制が導入された2018年以降、取

引施設等（東証/大取/PTS）の全銘柄ベースの
注文データを入手するところから始まり、実態
が掴めなかった『HFTの是非や功罪』を考察す
るため、これまで５つの観点（市場のプレゼン
ス、戦略・競争環境、収益、不公正取引、調査
の展望）でHFT関連の分析、検査に加え、取引
審査や調査部門への協力（課徴金納付命令勧告
にもつながりました）等を積み上げてきました。
今回は、残された最後の観点（ショック回避/
因子早期発見）につき、2024年８月５日（急
変動相場局面）の現物/先物/オプション市場を
俯瞰的に分析・考察し、局所的な分析での判断
が誤解を生みかねないことや、先物市場が抱え
る潜在的なリスク等を明らかにしたうえで、
『HFTの是非や功罪』を総括しました。また、
「個人投資家の注文情報を利用した高速取引」
では、当班自身が取引戦略を考案したことで、
マーケットメイク/ディレクショナル戦略を解
明する糸口を見いだすとともに、これら戦略に
対する監視の目線や、真の板需給バランスを形
成してしまう個人投資家等の投資の癖を紹介し
ました。

政 策 解 説

2024事務年度 データ分析プロジェクト報告会に
ついて

総合政策局マクロ・データ分析監理官室

7
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- 分析をする上で大変だった点や、心掛けてい
た点は何でしょうか。

大変だった点は取引所から受領している膨大
な板再現明細データからの特定条件に合致した
情報の抽出・加工等を正確かつ迅速に処理を行
う必要があった点で、当班所属のIT専門人材の
存在なくして、本分析は成立しなかったと思い
ます。
心掛けた点は、本分析に関し、従前から積み

上げてきたHFTの各種分析等も含めた分析全体
での立ち位置を踏まえながら、班内での議論を

重ねるなど慎重に進めて行くように心掛けまし
た。

- 今回、長官賞を受賞されました。受賞したお
気持ちを一言お願いします。

当課の、一担当班の取組みを全庁的に発信で
きるという貴重な機会をいただき、本プロジェ
クトの企画・運営を担当された皆様、分析業務
にも暖かくご支援等を頂いた当課課長や総括補
佐に、心より感謝申し上げます。
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３．CDO（Chief Data Officer）賞

➢信用リスク管理態勢の実態把握に向けた分析
➢総合政策局マクロ・データ分析参事官室：関
口係長

- 分析の概要について教えてください。
共同データプラットフォームにて収集された

高粒度データ（取引単位の法人向け貸出明細
等）を用いて、定量データの側面から、信用リ
スク管理態勢の実態把握に向けて三つのテーマ
から分析を行いました。一つ目は、２行以上の
銀行が貸出を行っている先における債務者区分
の付与状況について、越境等の観点から分析を
行ったものです。二つ目は、機械学習を用いて
財務情報のみで債務者区分の遷移を予測するモ
デルを複数の債務者区分遷移パターンごとに作
成し、その予測精度を検証しました。三つ目は、
地域銀行の保全状況を分析し、現状理解を試み
ました。なお、いずれの分析も現状の適切性を
論じるものではなく、高粒度データを用いたモ
ニタリングの観点の検証及び高度化を目的に取
り組んだものです。
加えて、関係課室において、高粒度データを

容易に活用できるように、BIツールを用いた
データ共有の検証結果についても紹介しました。

- 分析をする上で心掛けていた点は何でしょう
か。
分析結果については、統計や機械学習等に馴

染みのない方であっても直感的に理解いただけ
るように、できる限り数式は控えて、グラフ化
するように心掛けました。

- 今回、CDO賞を受賞されました。受賞したお
気持ちを一言お願いします。
周りの方々の支えがあっての受賞と考えてお

り、まずは分析内容の相談に乗っていただいた
マクロ・データ分析参事官室（現マクロ・デー
タ分析監理官室）内の皆様並びに庁外有識者の
方々に心より御礼申し上げます。加えて、共同
データプラットフォームの構築にご尽力いただ
いた関係者の皆様にもこの場を借りて感謝申し
上げます。
引き続き、データを活用した多面的な実態把

握による金融行政の高度化に貢献できるよう努
めてまいります。
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４．技術賞（AI愛賞）

➢AI技術を用いたテキストデータの解析検証
➢総合政策局マクロ・データ分析参事官室：
テキスト解析チーム
山田検査官、関口係長、鈴木統括調整官、丹野
課長補佐

- 分析の概要について教えてください。
本解析では、「任意のテキストデータ」にお

ける「特定のテーマ」について、完全オフライ
ンの環境下でLLM等のAI技術を用いて解析する
手法を確立させました。その一例として、銀行
の「ディスクロージャー誌」について「不動産
融資・住宅ローン」というテーマに関して解析
を行い、銀行業態毎の特徴や時系列変化の把握、
またAIによる解析結果と実データとの整合性の
検証を行いました。

- 分析をする上で心掛けていた点は何でしょう
か。
解析開始当初の想定通りには進まない点もあ

りましたが、室外も含め様々な方々に協力をい
ただきながら現状や結果を正確に把握すること
に努め、「汎用性があり、庁内の保存文書を含
めた様々なテキストデータに応用可能な手法を
確立する」という結果に繋げることができまし
た。
また、AI技術による全自動解析も可能ですが、

あえて人間による最終確認の工程を残す等の工
夫をすることにより、LLMにおけるハルシネー
ション等のAI特有のリスクを抑制するよう心掛
けました。

- 今回、技術賞（AI愛賞）を受賞されました。
受賞したお気持ちを一言お願いします。

1年近くに渡り、多くの方にご協力いただき
ながら進めてきた解析でしたので、技術賞をい
ただくことができ、感無量です。「汎用的で応
用可能なAI技術」である本解析が、今後様々な
方のお役に立っていただけるととても嬉しいで
す。
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５．可視化賞（見える化賞）

➢BIツール（QuickSight）を活用したデータの
可視化・業務の効率化
➢監督局銀行第二課地域金融企画室：
ダッシュボードチーム
宮路課長補佐、安藤課長補佐、片野坂課長補佐、
岩島係長、松尾係長、坂本検査官

- 分析の概要について教えてください。
BI（ビジネスインテリジェンス）ツール“Qui

ck Sight”を用いて、金融機関の財務分析に関す
るダッシュボードを作成しました。これにより、
直感的な操作で当期純利益やコア業務純益、貸
出金といった基本的な財務分析が効率的にでき
ます。また金融機関ごとに都道府県別での預金、
貸出金の増減や地域金融機関を散布図で比較す
るなど、従来ではなかなか分析が難しかった分
野も可視化しています。最終的には100以上の
ダッシュボードを作成したので、皆さまの分析
したいダッシュボードがきっと見つかるのでは
ないかと思います。

- 分析をする上で心掛けていた点は何でしょう
か。
財務局を含む庁内関係者の方々が、どのよう

な項目を、どのくらいの粒度で分析できれば金
融機関の財務について理解が進むのかを考えて
設計しました。後任の担当者がこのダッシュ
ボードをメンテナンスしやすいように汎用的な
設計で作成することを心がけました。

- 今回、可視化賞（見える化賞）を受賞されま
した。受賞したお気持ちを一言お願いします。
このような素晴らしい賞をいただき光栄です。

多くの方にダッシュボードを認知していただい
た結果の受賞だと思います。担当される１人で
も多くの方にダッシュボードを使っていただき、
金融行政の高度化に貢献出来たら幸いです。



12

６．可視化賞（見える化賞）
➢BIツール（QuickSight）を活用したデータの
可視化・業務の効率化
➢総合政策局マクロ・データ分析参事官室：
ダッシュボードチーム
鈴木統括調整官、松辻課長補佐、丹野課長補佐、
関口係長、青山係員、堀田係員、黒川係員

- 分析の概要について教えてください。
金融庁では、金融機関の提出データを蓄積し

モニタリングで使用しているシステムが全面リ
ニューアルされ、併せてBIツールも導入されま
した。これを機に、これまでエクセルで作成し
ていた各種分析シートを本BIツールに切り替え、
金融機関の動向やリスクを多角的かつリアルタ
イムに把握できるダッシュボードを作成しまし
た。
 
- 分析をする上で心掛けていた点は何でしょう
か。
庁内ではこれまでも課室単位でBIツールを導

入することもありましたが、今回は初の全庁
（財務局含む）共通でシステムと連携するBI
ツールが本格導入されました。その中で、何が
できて何ができないのか、システム上の制約や
セキュリティを勘案したうえで、手探り状態で
取組みを進めてきました。

当室は担当業務の性質上、個別行に対するモ
ニタリングの視点だけでなく、マクロ的な視点
で金融システムの脆弱性や業態横断的なリスク
等の動向をリアルタイムに把握・点検できるこ
とを目指してきました。作成に当たっては、原
課や財務局の皆様にご意見をいただきながら実
務で役に立つダッシュボードとなるよう心掛け、
何とか形にすることができたと考えています。

- 今回、可視化賞（見える化賞）を受賞されま
した。受賞したお気持ちを一言お願いします。
地域金融企画室のご担当者と連携させていた

だきながら取組んできましたので、同時に同賞
をいただくことができ、大変光栄に思っており
ます。ありがとうございました。また、作成に
あたり、ご意見をいただいた原課、財務局、当
室メンバーの皆様に御礼申し上げます。
まだまだ改善や追加できる指標・機能等があ

ると思いますので、改良を重ねながら使い続け
ていただけるようなダッシュボードにしていけ
たらと考えています。
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７．新人賞
➢足元の預金動向の実態把握と金利上昇との関
係にかかる分析
➢総合政策局マクロ・データ分析参事官室：堀
田係員

- 分析の概要について教えてください。
金利上昇局面を迎えた足元の各機関の預金残

高伸び率や預金金利の推移を確認しました。預
金残高は総体としては増加しているものの、業
態や預金種類等によって預金残高伸び率の分布
には差異が見られることや地域における人口増
減と預金増減の相関関係を確認しました。また、
預金金利と預金残高伸び率の関係を検証したと
ころ、キャンペーン等の影響を受ける預金利回
りが預金残高の増減と正の相関があることも確
認しました。

- 分析をする上で心掛けていた点は何でしょう
か。
データ分析は未経験だったため、データセッ

トの扱い方から回帰分析の結果の見方まで、何
もかも一から学んでいくことが大変でした。周
りの方々にはご迷惑をおかけしましたが、分析
を進める過程で行き詰まることがあれば、有識
者にすぐ質問することを心掛けていたため、
データ分析そのものを楽しみながら、何とか形
にすることができたと考えております。

- 今回、新人賞を受賞されました。受賞したお
気持ちを一言お願いします。
ご指導いただいた上司の方々、相談に乗って

いただいた多くの先輩方に心より御礼申し上げ
ます。データ分析未経験ながらも新人賞という
素晴らしい賞を受賞できたのは、周りの方々の
支えがあってこそだと考えております。分析を
通して身に着けた知識を今後の業務にも活かし
ていきたいです。
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８．おわりに
データ分析プロジェクトは、2025事務年度で

６年目の取組みを迎えます。これまで、データ
分析を金融行政上の課題の発見や解決に活かし
たいという想いを持つ職員によって、継続案件
も含めて延べ112件のプロジェクトが立ち上げ
られました（2024事務年度末時点）。中には、
レポート等で対外発表されたもの、業務の高度
化・効率化に大きく貢献したもの等、一定の成
果を挙げたプロジェクトも多く、データ分析の
裾野の拡大や高度化が着実に進展してきました。
当庁のデータ分析力は年を追うごとに向上して
きており、本稿で紹介したプロジェクトに限ら
ず、金融行政に根差した様々な課題やテーマに
ついて基本を大事にしながら新たな分析手法を
用いて発展的な分析に取り組んでいます。当庁
は、今般表彰されたような高度なデータ分析を
行う職員の更なる知識・スキル向上を引き続き
後押しするとともに、データ分析に悩みながら
もチャレンジする職員を支援しながら、職員全
体のデータ分析力の底上げに努め、金融行政の
さらなる進化・深化を目指して、データ分析力
の向上やその活用の高度化に向けた取組を継続
していきます。
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～財務省広報誌『ファイナンス』掲載～
「新発田審議官に聞く、金融庁の過去と現在」

スピンオフ インタビュー

特 別 企 画

今般、財務省広報誌「ファイナンス」におい
て、金融庁の新発田審議官が、「金融庁の過去
と現在」をテーマに、東京大学公共政策大学院
の服部特任准教授と対談した模様が掲載されま
した。

※前編は７月号（７月17日発行）
に掲載、後編は８月18日発行予定
の８月号に掲載予定。

今回、そのスピンオフ企画として、当対談を
振り返りつつ、改めて新発田審議官に、金融庁
に対する思いや現在取り組んでいる政策につい
てお聞きしました。

聞き手：
金融庁総合政策局
秘書課 課長補佐 高橋 舜

（前 企画市場局 企業開示課 課長補佐）
秘書課 人事調整係 飯田 英里
総務課 広報室長 久米 均

①企業開示関連
高橋：新発田審議官は、直近で企業開示課を
担当されて３年目ですね。企業開示課の所管
する重要施策の一つにコーポレートガバナン
ス改革がありますが、今年でコーポレートガ
バナンスコード（以下、「コード」）の策定
から10年が経ちました。改革の現状をどのよ
うにみていますか。また、直近でどのような
取組みをされているか、お聞かせください。

新発田：コーポレートガバナンス改革は、企
業の持続的な成長や企業価値の向上を目指す
取組みです。こうした改革に金融庁が取り組
むというのは、これまでの「市場の公正を守
る」といった伝統的な市場行政と異なり、
「日本企業の経営をよくする」「日本企業に
攻めの姿勢で経営をしてもらう」といった、
経済そのものや企業の行動に直接的に働きか
ける点で、新たな政策手法だと思います。

高橋：私は2016年から金融庁で働いています。
ちょうど就活をしている時にコードが策定さ
れました。法律等のルールで企業を縛るので

はなく、コードという形で原則を示したとい
う部分に魅力を感じました。

新発田：政策には、薬と同じで、効果と副作
用があります。本来は柔軟性の高いソフト
ローであるコードについては、それ自体が
ルール化し、形式的な対応を招きかねないと
いう副作用が指摘されます。このため、コー
ドの見直しを検討していますが、原点に立ち
返り、遵守そのものを目的にするのではなく、

写真：新発田審議官

https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/index.htm
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企業が、将来の成長のために、政策保有株や現
預金などの資産を有効に活用して、設備投資・
研究開発投資・人的資本への投資を行うなど、
企業価値の向上につなげていくための後押しに
なればいいですね。

②金融庁発足25周年
高橋：金融庁は今年で発足から25年を迎えまし
た。かつては「処分庁」とも呼ばれましたが、
先ほどのお話にもあったとおり、直近は、企業
の経済成長や投資を促すなど、前向きな改革を
促す役割も担っています。こうした金融庁の組
織や役割の変化について伺います。

新発田：金融監督庁ができた当初、当時の優先
的課題は、不良債権処理や金融危機等への対処
でした。 その後、日本の金融システムが安定
化するにつれ、「顧客本位の業務運営」を促す
など「業者」ではなく「利用者」のための行政
という軸がブレなくなってきたと思います。金
融機関は金融を媒介する存在であり、私たちが
公務員として仕える相手は、金融サービスの利
用者である国民や家計や企業です。こうした意
識が定着しつつあるということを、金融庁発足
から25年を経て実感しています。

③組織改革
高橋：そうした中で、2017年には、金融庁で大
きな組織改革が行われました。当時、新発田審
議官は、金融庁の人事方針やカルチャーの改革
などを担われていましたが、当時のご経験や考
えていたことをお話しいただけますか。

新発田：当時、金融庁のミッションを再確認す
る中で問題点として挙げられたのが、過去の金
融行政の優先課題を踏まえて確立されてしまっ
ていた「形式・過去・部分」的な検査・監督手
法です。当時はそれを「実質・未来・全体」に
転換していくべきだというのが一つの大きな政
策課題でしたが、検査・監督手法に限らず、組
織全体のことを考えて、こういった問題点を改
善する政策を自ら打ち出すことができるという
のが、組織としてあるべき姿だと思います。外
から言われてやるとか、不祥事や危機が起こっ
てから既存の仕組みを変えるというのは誰でも
できますが、この改革の一味違うところは、平
時の改革であったことです。同質的な人たちば
かりが集まる組織でずっとやっていくと、新し
いことに取り組まなくなったり、居心地の良い
現状を変えることを躊躇して必要なことを先送
りしたりするようになりがちです。他方で、AI
の活用や暗号資産など、金融は他の行政分野と
比べても非常に変化のスピードが早く専門性が
高いので、世の中の動きに先んじて我々自身も
問題意識を高め、常に変わっていかないと、行
政として適切な対応ができません。前の人と同
じことをする必要はないし、同じことばかり
やっていたら組織はダメになるというのが、先
ほどお話しした金融庁の改革のエッセンスだと
思います。

④学生へのメッセージ等
飯田：私は入庁して３か月ですが、個人的な感
覚として、金融庁は比較的柔軟に変革している
ところがあると感じます。組織を維持していく
にあたり、「金融庁が今後どういう組織になっ
ていくか」といった目標は明確に持っておくべ
きだと思っていますが、その中で、一つの課題
に対して、「こういうアプローチをとろう」と
機動的に考えていくべきなのでしょうか。それ
とも、組織全体としてじっくり考えていくべき
なのでしょうか。

写真：高橋補佐
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新発田：いい質問ですね。金融庁という組織は
25年続いており、その構成員は毎年変わってい
ます。構成員たる職員一人一人が「金融庁」と
いう生き物の細胞のようなもので、細胞は常に
新しくなり、新陳代謝が毎年のように起きてい
ます。
そのような中で、「金融庁は何のために仕事

をするのか」といった目的は、細胞の中身がど
れだけ変化したとしても、決して変わるもので
はないと考えています。この共通の目的の下、
一つ一つの課題に対して向き合っていく。これ
らの課題は部署や時代によっても異なるもので
あり、答えも一つではなく多種多様なアプロー
チがあり、それが組織の多様性にもつながりま
す。
金融行政は他省庁の行政分野に比べても専門

性が高く、一人一人の知恵を集める必要がある
ので、みなさんも臆することなく積極的に意見
を言ってほしいと思います。金融行政はどの部
署でも「金融システム全体」を意識する必要が
あります。金融システムの中には、お金の出し
手や受け手、直接金融や間接金融など様々な
パーツがありますが、キャリアを通じて担当す
るパーツが変わっていくため、結果として金融
システム全体への見識が広がります。 私自身
も金融行政に長く携わる中で、視野が広がって
きたことを実感しています。

高橋：最後の質問です。私は現在採用を担当し
ていますが、学生から、入庁までにやるべきこ
とや、若い頃にしておくべきことを聞かれるこ
とが多いです。様々なご経験をされたお二人に
おいてはどのようにお考えでしょうか。

新発田：久米さん、どのように考えていますで
しょうか。

久米：一見、金融に直接関係なさそうに見える
分野にも関心を持つことをお勧めします。地政
学リスクなど様々なリスクが産業や金融機関の
経営に影響を及ぼすこともあるので、金融や財
務の専門知識に限らず、幅広い視点を持ってい
た方が、金融機関とも実りある対話ができると
思います。

新発田：私も同感です。2012年にロンドンに駐
在していたのですが、その時に金融の知識だけ
ではやっていけないと痛感しました。駐在期間
中は（当時イラン制裁等で話題となっていた）
中東情勢に積極的に関心を持つようにしていま
した。 今にして思えば、まさにジオエコノミ
クス（地経学）と呼ばれる分野ですね。
また、「金融庁に入庁したら金融に詳しくな

れる」というのもよくある誤解です。我々は金
融行政官なので、金融か行政のどちらにウエイ
トを置くかとなった場合、私は行政だと考えま
す。我々は金融機関で働く方々ほど金融業務の
知識はありません。なぜ彼らと対話ができるか
というと、一つは金融以外のことにもアンテナ
を張っているため、もう一つは行政官として金
融システム全体を俯瞰して見ることができるた
めだと思っています。

（以上）

写真：久米室長

写真：飯田係員



お 知 ら せ
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金融経済教育全国キャラバン
～ワニー参事官 日本全国ごあいさつの旅！ vol.3～

／
次はあなたの街にもワニーサが！？
乞うご期待！!
＼

金融庁は「金融経済教育の普及・推進」に
取り組んでおります。
加藤金融担当大臣から資産形成促進・金融

経済教育推進担当に任命された「ワニー参事
官（ワニーサ）」は、石破内閣総理大臣の指
示に基づいて全国の知事や金融関係者のもと
へ出向き、金融経済教育のさらなる充実に向
けた連携強化をお願いしております！

その様子は、随時ワニーサ公式Xアカ
ウント（@Wa_nisa_FSA）にて配信をし
ております。今後、全国の様々な場所に出
向き、御挨拶に伺う予定です。ぜひご注目
ください！

©2010 熊本県くまモン 2025年5月30日撮影
木村 熊本県知事を訪問（6月16日配信）

山口 佐賀県知事を訪問（6月24日配信）

https://x.com/Wa_nisa_FSA/status/1935532999841563093
https://x.com/Wa_nisa_FSA/status/1934536428861714579
https://x.com/Wa_nisa_FSA/status/1937344939408662745
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※ 「ワニー参事官」任命について

https://www.fsa.go.jp/access/r6/258.html#topics3
（注）「ワニー参事官」は正式な官職ではなく、キャラクター上の設定です。

伊原木 岡山県知事を訪問（7月7日配信）

加藤 中国銀行頭取を訪問（7月9日配信） 村井 宮城県知事を訪問（7月15日配信）

片岡 横浜銀行頭取を訪問（6月26日配信） 福田 栃木県知事を訪問（7月2日配信）

https://www.fsa.go.jp/access/r6/258.html#topics3
https://twitter.com/Wa_nisa_FSA
https://x.com/Wa_nisa_FSA/status/1942055988154208386
https://x.com/Wa_nisa_FSA/status/1942780760378728469
https://x.com/Wa_nisa_FSA/status/1944955082736332924?t=Nwa04ZejDlomymj3E_NVSg&s=19
https://x.com/Wa_nisa_FSA/status/1938069711691862037
https://x.com/Wa_nisa_FSA/status/1940244034133344679


先月の金融庁の主な取組
（令和７年６月１日～６月30日）
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 「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」（第30回）の開
催（６月２日）

 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」（第７回）の開催
（６月５日）

 新形態銀行との金融犯罪対策等に係る意見交換会（６月６日）
 令和７年度行政事業レビュー（公開プロセス）の実施（６月10日）
 偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況の公表（６月10日）

 FSA Analytical Notesー金融庁分析事例集ー（2025.6）vol.1＜新規設立法人向け融資に関する分析＞の公表
（６月10日）

 「有価証券報告書の定時株主総会前の開示に向けた環境整備に関する連絡協議会」（第３回）の開催（６月11
日）

 「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正（案）に対するパブリックコメントの結
果等の公表（６月11日）

 「金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」
の公表（６月11日）

 経済価値ベースの評価・監督手法に関するフィールドテスト（2025年）のテンプレート及び経済価値ベースの
評価・監督手法に関するフィールドテスト（2024年）の結果概要の公表（６月13日）

 米国の関税措置に伴う影響に係る調査結果（第２回）の公表（６月13日）

 FSA Analytical Notesー金融庁分析事例集ー（2025.6）vol.2＜1. 信用リスク管理態勢の実態把握に向けた分析
＞＜2. 信用保証制度の利用状況に関する実態把握＞の公表（６月17日）

 「金融庁 AI官民フォーラム」（第１回）の開催（６月18日）

 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等の公
表（６月20日）

 「サステナブルファイナンス有識者会議」（第29回）の開催（６月20日）
 「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会報告書」の公表（６月20日）
 「気候関連リスクに関する金融機関の取組の動向や課題」の公表（６月20日）
 「気候関連リスクに係る第２回シナリオ分析【銀行セクター】」の公表（６月20日）
 「気候関連リスクに係る第２回シナリオ分析【保険セクター】」の公表（６月20日）
 クロスボーダー収納代行（国境をまたぐ収納代行）に関する相談窓口の公表（６月20日）
 金融機関の内部監査高度化に関する懇談会報告書（2025）の公表（６月20日）
 第68回金融トラブル連絡調整協議会の開催（６月23日）

 「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令（案）」に対するパブリックコメン
トの結果等の公表（６月24日）

 破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告（６月24日）

 対象純支払利子等に係る課税の特例（いわゆる「過大支払利子税制」）に関する照会文書の公表（６月24日）

 第55回金融審議会総会・第43回金融分科会合同会合の開催（６月25日）

 FSA Analytical Notesー金融庁分析事例集ー（2025.6）vol.３＜地方銀行の貸出明細データ等とマクロ経済指標
を用いた信用リスクに関する予兆分析の試行＞（６月25日）

https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250602.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250602.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250605.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250605.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250624/20250624.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/20250610/20250610.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250610-2.html
https://www.fsa.go.jp/common/about/kaikaku/fsaanalyticalnotes/20250610/20250610.html
https://www.fsa.go.jp/common/about/kaikaku/fsaanalyticalnotes/20250610/20250610.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250605-2.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20250611/20250611.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20250611/20250611.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250611/20250611.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250611/20250611.html
https://www.fsa.go.jp/policy/economic_value-based_solvency/index.html
https://www.fsa.go.jp/policy/economic_value-based_solvency/index.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250613/20250613.html
https://www.fsa.go.jp/common/about/kaikaku/fsaanalyticalnotes/20250617/20250617.html
https://www.fsa.go.jp/common/about/kaikaku/fsaanalyticalnotes/20250617/20250617.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250603.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20250620/20250620.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20250620/20250620.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250613.html
https://www.fsa.go.jp/singi/carbon_credit/siryou/20250620/20250620.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250620/20250620.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250620/20250620.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/hoken/20250620/20250620.html
https://www.fsa.go.jp/receipt/shunodaiko.html
https://www.fsa.go.jp/singi/naibukansa/siryou/20250620.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250623.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20250624/20250624.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20250624/20250624.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250624/20250624.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250624-2/20250624.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250625.html
https://www.fsa.go.jp/common/about/kaikaku/fsaanalyticalnotes/20250625/20250625.html
https://www.fsa.go.jp/common/about/kaikaku/fsaanalyticalnotes/20250625/20250625.html


先月の金融庁の主な取組
（令和７年６月１日～６月30日）

  金融庁公式Ⅹ（旧Twitter）日本語アカウント
https://x.com/fsa_JAPAN

 新着情報をタイムリーに配信中！是非フォローください。
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 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を
指定する件の一部を改正する件（案）」に対するパブリックコメントの結果等の公表（６月25日）

 「特定目的信託財産の計算に関する規則」等の改正（案）に対するパブリックコメントの結果等の公表（６月
25日）

 健全な企業文化の醸成及びコンダクト・リスク管理態勢に関する対話結果レポートの公表（６月25日）

 経営健全化計画の履行状況報告（令和７年３月期）（６月26日）

 「経営者保証に関するガイドライン」等の活用実績（2024年度の実績）の公表（６月26日）

 スチュワードシップ・コード（第三次改訂版）の確定版の公表（６月26日）

 「地域銀行のストレス時対応力の強化に向けたモニタリングレポート」の公表（６月27日）

 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」（第８回）の開催
（６月27日）

 「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題（2025年６月）」の公表（６月27日）

 金融仲介機能の発揮に向けたプログレスレポートの公表（６月27日）

 「資産運用サービスの高度化に向けたプログレスレポート2025」の公表（６月27日）

 「投資法人に関するＱ＆Ａ」の改訂（６月27日）

 「金融分野におけるITレジリエンスに関する分析レポート」の公表（６月30日）

 「金融機関における粉飾等予兆管理態勢の高度化に向けたモニタリングレポート（2025）」の公表（６月30
日）

 「国内LBOローンに係るモニタリングレポート（2025）」の公表（６月30日）

 コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム2025の公表（６月30日）

 定時株主総会の２週間以上前に有価証券報告書の提出を予定している上場会社一覧の更新（６月30日）

 仮想通貨（暗号資産）交換業者等を巡る課題への対応に向けた規制導入等についての規制の政策評価（RIA）
の公表（６月30日）

 「外国銀行支店及び外資系証券会社のモニタリングについて」の公表（６月30日）

 「サステナブルファイナンス有識者会議第五次報告書」の公表（６月30日）

大阪・関西万博開催中！4月13日から10月13日まで！

https://x.com/fsa_JAPAN
https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250625/20250625.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250625/20250625.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20250625/20250625.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250625-2/20250625-2.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250626-2/20250626.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250626.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250626.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250627-3/20250627-3.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250627.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250627.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/20250627/20250627.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250627-2/20250627-2.html
https://www.fsa.go.jp/policy/pjlamc/20250627/20250627.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20250627/20250627.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250630-2/20250630.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250630-3/250630-3.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250630-2/250630-2.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250630-1.html
https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/sokaimaekaiji/list.html
https://www.fsa.go.jp/seisaku/r7ria.html
https://www.fsa.go.jp/seisaku/r7ria.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250630-3/20250630.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250630.html
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/expo2025/index.html


編集後記
アクセスFSAをご覧いただき、ありがとうございます。７月に広報室長に着任しました久米と申しま

す。広報室の顔ぶれも変わり、新体制の下、しっかりと広報・報道対応の役割を果たしていきたいと思
います。
さて、この７月１日、金融庁は、設立25周年を迎えました。今号冒頭に掲載している大臣の御発言や、

副大臣・政務官のメッセージにもあるとおり、金融庁は、発足から現在に至るまで、社会経済構造の変
化に応じて、新たな政策課題に対応してきました。そして、今夏も、モニタリング体制の見直しを行う
など、日々、組織の変革にも取り組んでいます。
今月号のアクセスFSAでは、職員によるデータ分析プロジェクトや、特別企画として幹部のインタ

ビュー記事を盛り込んでいます。アクセスFSAを通じて、多くの皆様に金融庁の政策や組織を知って頂
き、また、政策に携わる金融庁職員の思いも伝えられるよう、コンテンツの充実に取り組んでまいりま
す。

22

金融庁金融研究センターでは、当センターにより採用・委嘱された研究員等が、研究成果を取り
まとめた「ディスカッションペーパー」を公表しています。本稿でもその一部について掲載いたし
ます。

～最近掲載されたディスカッションペーパーのご紹介～
保険代理店にかかる海外制度調査－大規模乗合代理店を中心として－

金融庁金融研究センター特別研究員 中出哲（早稲田大学商学学術院教授）
金融庁金融研究センター特別研究員 山下徹哉（京都大学法学部教授）
金融庁金融研究センター特別研究員 𡈽𡈽岐孝宏（中京大学法学部教授）
金融庁金融研究センター特別研究員 鄭燦玉（立教大学法学部助教）

※山下研究員、𡈽𡈽岐研究員、鄭研究員は、令和７年５月末時点で任期満了につき、退任しております。

国際動向を踏まえた金融機関における実効性のある TLPT に関する考察
金融庁金融研究センター研究官 北原 幸彦

監査業界における生成AI利活用に伴う可能性及び監査品質上の課題についての考察
金融庁金融研究センター特別研究員 野間 幹晴（一橋大学大学院経営管理研究科教授）

 その他の寄稿等についても、金融研究センターウェブサイトを是非ご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/frtc/kikou/index.html

 金融研究センター ディスカッションペーパーの紹介

金融庁広報室長 久米 均
編集・発行：金融庁広報室

（※本稿において意見に係る部分は筆者の個人的見解であり、所属組織の見解を示すものではありません。）

https://www.fsa.go.jp/frtc/seika/discussion/2025/DP2025-1.pdf
https://www.fsa.go.jp/frtc/seika/discussion/2025/DP2025-2.pdf
https://www.fsa.go.jp/frtc/seika/discussion/2025/DP2025-3.pdf
https://www.fsa.go.jp/frtc/kikou/index.html
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